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論点４．

森林計画制度

・政府が定める森林・林業基本計画、農林水産大臣が策定する全国森林計画に即して、民有林については都道府県
知事、市町村、所有者が、国有林については森林管理局長が計画を策定する。

・森林施業計画については、補助金、税制の特例及び金融等の支援措置が設けられている

森林・林業基本計画

長期的かつ総合的な
政策の方向・目標

全国森林計画
（15年計画）

・国の森林関連政策の方向
・地域森林計画等の規範

地域森林計画
（10年計画）

地域別の森林計画
（10年計画）

市町村森林整備計画
（10年計画）

森林施業計画
（5年計画）

・国有林の森林整備、保全
の方向

・伐採、造林、林道、保安
林の整備の目標

・都道府県の森林関連
施策の方向

・市町村森林整備計画の
規範

・市町村が講ずる森林関連
施策の方向

・森林所有者等が行う伐採、
造林の指針 等

森林所有者等が所有等をする
森林について自発的に作成
する具体的な伐採・造林等の
実施に関する5年間の計画

政府

農林水産大臣

都道府県知事

森林管理局長

一般の森林所有者
に対する措置

・伐採及び伐採後の造林の
届出

・施行の勧告
・伐採・伐採後の造林の計画
の変更命令 等

市町村 森林所有者等

森林整備保全
事業計画

森林整備事業と治山事業に
関する5年間の計画

樹立時に調整

資料：林野庁ＨＰより国土交通省国土計画局作成

参考資料
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論点４．

保安林制度・指定の状況

・水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備など特定の公共目的を達成するために、農林水産大臣、都
道府県知事が指定する。保安林では立木の伐採や土地の形質の変更等が規制される。

・保安林面積は増加傾向で推移。「水源かん養保安林」「土砂流出防備保安林」で全体面積の９割を占める。
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■保安林の種類別面積の割合（Ｈ１９.３.３１現在）■保安林面積の推移（延べ面積）

資料：林野庁業務資料より国土交通省国土計画局作成 資料：林野庁「森林資源の現況」より国土交通省国土計画局作成

所有区分 保安林の種類 流域区分 指定解除

国有林 すべての保安林 全流域 農林水産大臣

民有林

水源かん養保安林土砂
流出防備保安林

重要流域内

土砂崩壊防備保安林 重要流域外 都道府県知事
（法定受託事務）

その他の保安林 全流域 都道府県知事
（自治事務）

■保安林の指定・解除の権限者
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論点４．

森林組合制度

・森林組合の経緯基盤の強化のための合併の進展により、昭和４０年度に３，０７７あった森林組
合は、平成1８年で７６４となり、約４０年間で4分の1に減少した。

・１７年度時点で、１組合平均の組合員数は１,９２２人、組合加入率は７１％。

■森林組合数の推移
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資料：「森林組合統計」より国土計画局総合計画課作成

森林組合数 ８４６組合 １組合あたり

組合員数 １６２万人 １,９２２人

地区内民有林
面積

1,580万ha 18,767ha

組合員所有森
林面積

1,115万ha 13,240ha

組合加入率 71% 71%

払込済出資金 51,581百万円 61,261千円

常勤職員数 7,558人 ９人

■森林組合の概要（１７年度）
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森林認証・ラベリングは、独立した第三者機関が一定の基準等を基に、適切で持続可能な森林経
営が行われている森林又は経営組織などを認証し、それらの森林から生産された木材・木材製品
へラベルを貼り付けることにより、消費者の選択的な購買を通じて、持続可能な森林経営を支援す
る取り組み。国際的な認証制度の代表としてFSC、また日本独自の認証制度としてSGECなどが

ある。

論点４．

森林認証制度

FSC

（Forest Stewardship Council）
FSC（森林管理協議会）は世界各国の団体で

構成される非営利組織である。環境保全面、
雇用面、経済的持続可能性などについての一
定の基準に基づき審査される。

SGEC （Sustainable Green Ecosystem Council）
SGEC（「緑の循環」認証会議）は、（社）日本林業協会が中心となって
2003年に発足した、日本独自の森林認証審査を行う組織である。

団体数 森林面積(ha)
FSC（1993年） 25 約28万 787 （08年10月時点）
SGEC（2003年） 74 約74万 276 （08年12月時点）

FM認証団体
機関（設立年）

COC認証
事業体数

■日本における森林認証の状況

森林管理の認証（FM認証）を受けると、そ

の森林から伐採された木材にはFSCのロ

ゴをつけることが出来る。

また、製材、木工、製紙事業者が、認証を

受けた木材を加工した製品にFSCのロゴ

を付けるためには、さらにCOC（管理の連

鎖）認証を取得する必要がある。

資料：日経グローカル No.117(2009.2.2）より

国土計画局総合計画課作成
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京都議定書の森林吸収目標（１，３００万炭素トン）の達成のため、平成１９年度以降６年間に、毎年２０万ｈａの
追加的な森林整備が必要であり、毎年５５万ｈａ（経３３０万ｈａ）の間伐を推進

論点４．

間伐等に対する補助金・交付金

■間伐の実施状況等■森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法

資料：林野庁ＨＰ及び環境省「地球温暖化対策推進本部幹事会（H20.12.25）」

○ 平成２４年度までの間に、 特定間伐等（間伐

又は造林）の取組を強力に促進することを目的
にした法律

「基本指針」の策定

「基本方針」の策定

「特定間伐等促進計画」の策定

即して

即して

農林水産大臣

都道府県知事

市町村

・森林整備事業に
おける優遇措置

・新たな交付金の
交付

・伐採届出の特例
等により、間伐等
の強力な促進

効 果【法律のスキーム】

資料より国土計画局総合計画課作成

（平成２０年５月１６日公布・施行）
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論点４．

林業の担い手育成、森林政策の働きかけ

■緑の雇用担い手対策事業 【２１年度予算（案）：６０億円】

※位置確認が困難な相続登記者に対しては、森林組合が境界測量等でバックアップ

■不在村森林所有者への長期施業受託委託契約等の促進

森林組合連合会

森林組合

司法書士会

司法書士

相続登記者

施業を受託する森林組合の
紹介（随時）

②森林整備を希望又は関心がある所有者の紹介

該当する森林組合の紹介

④森林整備の働きかけ、施業の委託

①相談

③
情
報

■ 司法書士団体との連携による森林施業の働きかけ

資料：林野庁業務資料より国土計画局総合計画課作成

森林組合

不在村者 不在村者

不在村者

長伐期施業受委託契約

売却希望林地の把握

ふるさと森林会議

不在村森林所有者に
対しＤＭ等により通知
参加者に対して地元森

林組合等が施業の働き
かけを行う

資料：林野庁業務資料より
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・土地の売買や、相続に伴う分筆、公共事業に必要な土地の取得のためには、地籍調査による境
界の明確化が必要であるが、近年進行する土地所有者の高齢化・山離れ、山林の荒廃による
境界に関する物証の消失などにより、土地所有者が自力で地籍調査を行うのが困難な状況。

・山村地域にあり、土地の境界を明確にしたいが、すぐには地籍調査を実施する状況にない山林
について、将来の地籍調査に向けておおむねの境界を調査・記録する「山村境界保全事業」を
実施。 （国土交通省土地・水資源局）

論点４．

山村境界保全事業

地区数
平成16年度 5
平成17年度 6
平成18年度 9
平成19年度 10
平成20年度 11
延べ地区数 41

■「山村境界保全事業」の実施地区数

森林境界を明確化する取り組みを定額助成方式（1haあたり45,000円を交付）で支援することによって、間伐

実施の前提条件の整備を推進。（２１年度新規）

■森林境界明確化促進事業（林野庁）

資料：国土交通省 土地・水資源局 国土調査課HPより

国土計画局総合計画課作成
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・保有山林面積が３ｈａ以上、２００ｍ
３
以上の素材生産を行っているなどの林業経営体の数は約２０万あるが、そ

の約９割は家族林業経営

論点４．

保有山林面積別の林業経営体数の推移

※2005年農林業センサスでは、林業経営体を

①保有山林面積が3ha以上かつ過去5年間に

林業作業を行うか森林施業計画を作成している

②委託を受けて育林を行っている

③委託や立木購入により200㎥以上の素材生産

を行っている

のいずれかに該当する者としている。

資料：農林水産省「平成19年度森林・林業白書」より
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・林業就業者は昭和４０年と比較して５分の１以下に減少するとともに、高齢化が進行している。
・森林面積に占める不在村者の割合は、増加傾向にある。

論点４．

林業就業者

■林業就業者数、高齢化率の推移

資料：農林水産省「平成１９年度森林及び林業の動向に関する年次報告」より
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■ 在村者・不在村者別私有林面積率の推移

資料：農林水産省「農林業センサス」より国土計画局総合計画課作成
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・森林所有者が林齢５０年程度のスギ人工林を皆伐する場合、全国平均値では、立木を販売して得られる収入
は１ｈａ当たり１２６万円である。

・保有山林面積５０ｈａ以上等の林家の一戸あたりの所得は、平成１７年が２９万円と年々減少傾向にある。

論点４．

林業の採算性・林業所得の推移

■林家一戸あたりの林業所得

■林家一戸あたりの伐採材積

注）対象とした林家は、保有山林が50ha
以上あって林木に係る施行を行っている

こと、または、保有山林が20ha以上50ha
未満で、過去一年間に林木に係る施業労

働日数が30日以上であることとしている。
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■スギを伐採（主伐）した場合の費用・素材価格の一例（1haあたり）

資料：農林水産省「平成19年度森林・林業白書」より
資料：農林水産省「林業経営統計調査」より
国土計画局総合計画課作成


